
 

富山市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、富山市補助金等交付規則（平成１７年富山市規則第３６号。以下「規

則」という。）第２４条の規定に基づき､富山市放課後児童健全育成事業費補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「放課後児童健全育成事業」とは、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号。以下「法律」という。）第６条の３第２項に定める事業で､法律第３４条

の８第２項に定める届出をし、富山市放課後児童健全育成事業実施要綱に従った事業を

いう。 

 （補助金の交付） 

第３条 市長は、留守家庭児童の保護育成を図るため、社会福祉法人等が行う放課後児童

健全育成事業に要する経費に対し､補助金を交付するものとする。 

 （補助金の交付対象者） 

第４条 補助金の交付対象者は、次のいずれかの者とする。 

 （１）社会福祉法人 

 （２）特定非営利活動法人 

 （３）学校法人 

 （４）その他、営利を目的としない法人、団体で市長の認めるもの 

 

 （補助金交付対象の開設条件） 

第５条 補助金対象の開設条件は、以下のすべてを満たすものとする。 

 （１）放課後～午後７時（休日は午前８時～午後７時）を基準として開設すること。 

 （２）年間平均登録児童数が１０人以上であること。ただし、厚生労働大臣が、放課後

児童健全育成事業を実施する必要があると認める場合は、この限りでない。 

 （３）開設場所や運営内容等が市の施策と合致していること。 

 

 （補助金の対象事業等） 

第６条 補助金の対象事業、対象経費､基準額は､別表に定めるところによる。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 規則第４条の規定による申請をするときは､放課後児童健全育成事業費補助金交

付申請書（様式第１号）により行うものとする。 

２ 規則第４条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１）放課後児童健全育成事業 



  ア 事業計画書兼実施概要書 

  イ 収支予算書 

  ウ 児童登録名簿 

  エ 障害児名簿 ※該当の場合のみ 

  オ 処遇改善調査票 ※該当の場合のみ 

    カ 医療的ケア児名簿 ※該当の場合のみ 

  キ 利用料返金（減免）事業計画書 ※該当の場合のみ 

（２）記録用カメラ設置事業 

  ア 事業計画書 

  イ 収支予算書 

（交付の決定） 

第８条 規則第５条第３項の規定による通知は､富山市放課後児童健全育成事業費補助金

交付決定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

 

 （実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定による報告をするときは､放課後児童健全育成事業費補助金

実績報告書（様式第３号）に次に定める書類を添えて提出しなければならない。 

（１）放課後児童健全育成事業 

ア 事業実績書 

イ 収支決算書 

ウ 児童登録名簿 

エ 障害児名簿 ※該当の場合のみ 

オ 処遇改善実績調査票 ※該当の場合のみ 

カ 医療的ケア児名簿 ※該当の場合のみ 

キ 利用料返金（減免）事業実績書、罹災証明書、利用料返金（減免）措置確認書   

※該当の場合のみ 

（２）記録用カメラ設置事業 
   ア 事業実績書 
   イ 収支決算書 
 

 （補助金額の確定） 

第１０条 規則第１３条の規定による通知は､富山市放課後児童健全育成事業費補助金額

確定通知書（様式第４号）により行うものとする。 

 （帳簿の備付け） 

第１１条 補助事業者は､補助事業に係る予算関係書類及び収支を明らかにした帳簿並び

に証拠書類を整理し､当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間

保管しなければならない。 

 （細則） 



第１２条 この要綱に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年３月２５日から施行する。 

（令和元年度新型コロナウイルス感染症対策に伴う補助対象事業の特例） 

２ 補助対象事業は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、市

の要請を受けた期間の平日において、午前中から長期休暇などにおける開所時間（原則、

１日につき８時間）に準じて開設する放課後児童健全育成事業とする。ただし、補助対

象事業の実施にあたって追加で発生する経費について、送迎、給食、間食、保険料、教

材費等の実費以外に、保護者負担金を新たに徴収する場合はこの限りではない。 



 （新型コロナウイルス感染症対策に伴う、補助金の対象経費等の特例） 

３ 前項に定める事業を行う場合における補助金の対象経費及び補助金額は、別表に定め

るもののほか次に定めるところによる。 

1  新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援
事業 

  新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業に
より、令和２年３月２日から市が要請を行った期間の平日に
おいて、午前中から開設するために要した経費 

左欄に定める経費の全額 

１か所あたり日額 10,200 円（上限） 

2 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材

確保支援事業 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業に

より、令和２年３月２日から市が要請を行った期間の平日に

おいて、午前中から開設するための人材確保等に要した経費 

左欄に定める経費の全額 

１か所あたり日額 20,000 円（上限） 

3 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推

進事業 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業に

より、令和２年３月２日から市が要請をおこなった期間の平

日において、午前中から障害児を受け入れる場合に、必要な

専門的知識を有する者を配置するために要した経費 

左欄に定める経費の全額 

１か所あたり日額 6,000 円（上限） 

4 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業 

 令和２年１月１６日から３月３１日までの間において、放

課後児童健全育成事業実施施設等の消毒、感染症予防の広

報・啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るた

めに必要な経費 

左欄に定める経費の全額 

１か所あたり 500,000 円（上限） 

（事業計画の変更等の承認） 

４ 附則第２項に定める事業を行った補助事業者は、補助金の事業計画変更等の承認を受

けようとするときは、富山市放課後児童健全育成事業費補助金変更交付申請書（附則様

式第１号）により次に掲げる書類を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。 

 （１）新型コロナウイルス感染症対策事業計画書（附則別紙１） 

 （２）新型コロナウイルス感染症対策事業物品購入計画書（附則別紙２） 

 （実績報告の特例） 

５ 前項による事業計画の変更を申請し、その承認を受けたものが、第９条の規定による

実績報告を行う場合は、同条各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類を提出しなけれ

ばならない。 

 （１）新型コロナウイルス感染症対策事業実績報告書（附則別紙３） 

 （２）新型コロナウイルス感染症対策事業物品購入報告書（附則別紙４） 

 （３）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用児童名簿（附則別紙５） 

 （４）補助対象事業に要した経費の詳細が分かるもの 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年６月２４日から施行し、改正後の富山市放課後児童健全育成事

業費補助金交付要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

（令和２年度新型コロナウイルス感染症対策に伴う補助対象事業の特例） 

２ 別表に定めるもののほか、次の表の補助対象事業に対し、補助金を交付する。ただし、

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、市からの要請を受けて、

平日において午前中から開所する際、追加で発生する経費について、送迎、給食、間食、

保険料、教材費等の実費以外に保護者負担金を新たに徴収する場合は、次の表の補助金

は、交付しない。 

補助対象事業 対象経費 基準額 

１  新型コロナウイルス感染症対
策臨時休業時特別開所支援事業 

 

  新型コロナウイルス感染症対策に
伴う小学校の臨時休業により、市が午
前中からの開所を要請した期間（夏
季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）の平日において、午前中から開
設するために要した経費（実費は除
く。） 

中欄に定める経費の全額 

１か所あたり日額 11,000

円（上限） 

２ 新型コロナウイルス感染症対

策臨時休業時特別開所人材確保

支援事業 

 

新型コロナウイルス感染症対策に

伴う小学校の臨時休業により、市が午

前中からの開所を要請した期間（夏

季、冬季、学年末などの休業日を除

く。）の平日において、午前中から開

設するための人材確保等に要した経

費（実費は除く。） 

中欄に定める経費の全額 

１か所あたり日額 21,000

円（上限） 

３ 新型コロナウイルス感染症対

策臨時休業時障害児受入推進事

業 

 

新型コロナウイルス感染症対策に

伴う小学校の臨時休業により、市が午

前中からの開所を要請した期間（夏

季、冬季、学年末などの休業日を除

く。）の平日において、午前中から障

害児を受け入れる場合に、必要な専門

的知識を有する者を配置するために

要した経費（実費は除く。） 

中欄に定める経費の全額 

１か所あたり日額 6,000

円（上限） 

４ 新型コロナウイルスの感染拡

大防止を図る事業 

 

 令和２年４月１日から令和３年３

月３１日までの間において、放課後児

童健全育成事業実施施設等の消毒、感

染防止用品の購入、感染症予防の広

報・啓発など新型コロナウイルス感染

症の拡大防止を図るために必要な経

費 

中欄に定める経費の全額 

１か所あたり 500,000 円

（上限） 

（令和元年度の対象経費

の実支出額との合計） 

５ 新型コロナウイルス感染症対

策利用料減免事業 

（月額利用料の放課後児童クラ

 市が新型コロナウイルス感染症の

拡大防止を図るために、放課後児童ク

ラブを臨時休業させた場合や利用自

中欄に定める経費の全額 

１人あたり日額 500円（上

限） 



ブ。５と６の事業の併用は不可と

する。） 

粛要請を行った場合等の日割り利用

料について、事業者が保護者に返還し

た場合等の経費 

６ 新型コロナウイルス感染症対

策日額利用料放課後児童クラブ

運営支援事業 

（日額利用料の放課後児童クラ

ブ。５と６の事業の併用は不可と

する） 

 市が新型コロナウイルス感染症の

拡大防止を図るために、放課後児童ク

ラブを臨時休業させた場合や利用自

粛要請を行った場合等における減少

した利用者数 

（児童登録名簿の補助基準人数に、対

象期間中の平日の開設日数を乗じた

人数から、実際の延べ利用人数を差し

引いた人数） 

中欄に定める利用者１人

あたり日額 250 円（上限） 

 

（交付の申請） 

３ 規則第４条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次の表によるものとする。 

補助対象事業 提出書類 

４ 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業 物品購入計画書 

５ 新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業 利用料減免事業計算書（計画） 

６ 新型コロナウイルス感染症対策日額利用料放課後児童ク

ラブ運営支援事業 

日額利用料放課後児童クラブ運営支援

事業計算書（計画） 

 （実績報告） 

４ 規則第１２条の市長が必要と認める書類は、次の表によるものとする。 

補助対象事業 提出書類 

１  新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援
事業 

２ 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材
確保支援事業 

３ 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推
進事業 

実績報告書 

臨時休業時利用児童名簿 

補助対象事業に要した経費の詳細が分

かるもの 

４ 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業 実績報告書 

物品購入報告書 

領収証の写し 

５ 新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業 実績報告書 

利用料減免事業計算書（実績） 

利用料等返金（減免）措置確認書 

６ 新型コロナウイルス感染症対策日額利用料放課後児童ク

ラブ運営支援事業 

実績報告書 

日額利用料放課後児童クラブ運営支援

事業計算書（実績） 

利用料等返金措置確認書 

  附 則 

この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年５月２１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年９月１８日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月１５日から施行し、改正後の富山市放課後児童健全育成事

業費補助金交付要綱の規定は、令和４年２月１日から適用する。 

（令和３年度放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に伴う補助対象事業の特例） 

２ 別表に定めるもののほか、次の表の補助対象事業に対し、補助金を交付する。 

補助対象事業 対象経費 基準額 

  放課後児童支援員等処
遇改善臨時特例事業 
 
 
 
 
 
 
 
 

  放課後児童支援員等処遇
改善臨時特例事業の実施に
必要な経費 

 
 
 
 
 
 
 

 支援の単位ごとに次により算出された額の

合計額 

 

 11,000 円×賃金改善対象者数（※）×事業実

施月数 

 

 ※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行 

  う常勤職員数に、１ヶ月あたりの勤務時間数を

就業規則等で定めた常勤の１ヶ月あたりの勤

務時間数で除した非常勤職員数（常勤換算）を

加えたものをいう。なお、「賃金改善対象者数」

については令和４年２月１日現在で放課後児

童クラブに勤務している職員により算出する

こと。ただし、３月以降に新規採用等により、

賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合に

は、適宜賃金対象者数に反映し、算出すること。 

（交付の申請） 

３ 規則第４条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１）放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書 

（２）賃金改善内訳 

 （実績報告） 

４ 規則第１２条の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１）放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書 

（２）賃金改善内訳 

（３）賃金改善の実績が確認できるもの 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 



１ この要綱は、令和４年６月２３日から施行し、改正後の富山市放課後児童健全育成事

業費補助金交付要綱の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

 

（令和４年度放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に伴う補助対象事業の特例） 

２ 別表に定めるもののほか、次の表の補助対象事業に対し、補助金を交付する。 

補助対象事業 対象経費 基準額 

  放課後児童支援員等処
遇改善臨時特例事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  放課後児童支援員等処遇
改善臨時特例事業の実施に
必要な経費 
ただし、対象経費の実支

出額が令和４年２月から９
月までの期間において、右
欄の式により算出された基
準額を超えていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 支援の単位ごとに次により算出された額の

合計額 

 

 11,000 円×賃金改善対象者数（※１）×事業

実施月数（※２） 

 

 ※１「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を

行う常勤職員数に、１ヶ月あたりの勤務時間数

を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月あたりの

勤務時間数で除した非常勤職員数（常勤換算）

を加えたものをいう。なお、「賃金改善対象者

数」については令和４年４月１日現在で放課後

児童クラブに勤務している職員により算出す

ること。ただし、５月以降に新規採用等により、

賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合に

は、適宜賃金対象者数に反映し、算出すること。 

 ※２ 令和４年９月まで 

（交付の申請） 

３ 規則第４条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１）放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書 

（２）賃金改善内訳 

 （実績報告） 

４ 規則第１２条の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１）放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書 

（２）賃金改善内訳 

（３）賃金改善の実績が確認できるもの 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月５日から施行し、改正後の富山市放課後児童健全育成事業

費補助金交付要綱の規定は、令和４年１０月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和５年５月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１２月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月２６日から施行し、改正後の富山市放課後児童健全育成事業

費補助金交付要綱の規定は、令和６年１月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

令和６年度 

別表（第６条関係） 

対象事業 対象経費 基準額 

放課後児童健全育成

事業 

１ 基本額 

(1)開設日数 250 日以上 

(ア) 児童数 1～19 人の放課後児童健

全育成事業の運営に要する経費（飲

食費を除く） 

 

１か所あたり年額  

2,558,000 円－（19 人－支援の単位

を構成する児童の数）×29,000 円  

 (イ) 児童数 20～35 人の放課後児童健

全育成事業の運営に要する経費（飲

食費を除く） 

１か所あたり年額  

4,734,000 円－（36 人－支援の単位

を構成する児童の数）×26,000 円  

 (ウ) 児童数 36～45 人の放課後児童健

全育成事業の運営に要する経費（飲

食費を除く） 

１か所あたり年額   

4,734,000 円  

 (エ) 児童数 46～70 人の放課後児童健

全育成事業の運営に要する経費（飲

食費を除く） 

１か所あたり年額  

4,734,000 円－（支援の単位を構成

する児童の数－45人）×69,000 円 

 (オ) 児童数 71 人以上の放課後児童健

全育成事業の運営に要する経費（飲

食費を除く） 

１か所あたり年額 2,917,000 円  

(2)開設日数 200～249 日 

(ア) 児童数 1～19 人の放課後児童健

全育成事業の運営に要する経費（飲

食費を除く） 

１か所あたり年額 1,726,000 円 

 

 (イ) 児童数 20 人以上の放課後児童健

全育成事業の運営に要する経費（飲

食費を除く） 

１か所あたり年額 3,099,000 円  

2 開設日数加算 

250 日を超える開設に要する経費 

１か所あたり年額 

14,000 円×251～300 日までの



（1日 8時間以上開設する場合）               250 日を超える日数 

3 長時間加算 

(1)開設日数 250 日以上 

   平日分 

（1日 6時間を超え､かつ18時を越える

開設に要する経費） 

 

   長期休暇分 

（1日 8時間を超える開設に要する 

経費） 

 
 
 
平日分 
１か所あたり 278,000 円×「1 日   
6 時間を超え、かつ 18 時を越える
時間」の年間平均時間数 
 
長期休暇分 
１か所あたり 125,000 円×「1 日 8
時間を超える時間」の年間平均時間
数 

(2)開設日数 200～249 日 
   平日分 

（1日 6時間を超え､かつ18時を越える
開設に要する経費） 

 

 
平日分 
１か所あたり 278,000 円×「1 日   
6 時間を超え、かつ 18 時を越える
時間」の年間平均時間数 

4 障害児受け入れ推進費  
   障害児の受け入れのための専門的知識
等を有する職員の配置に要する経費 

１か所あたり年額   
1,639,000 円 

5 放課後児童支援員等の処遇改善費 
  家庭、学校等との連絡及び情報交換等
の育成支援に主担当として従事する職員
を配置する場合に、当該職員の賃金改善 
 に要する経費 

１か所あたり年額   
1,678,000 円（上限） 

6 医療的ケア児受け入れ推進費  
   医療的ケア児（児童福祉法 56 条の６ 
第２項に規定 する「人工呼吸器を装着 
している障害児その他の日常生活を営む 
ために医療を要する状態にある障害児」 
をいう）の受入れのための看護師、准看 
護士、保健師又は助産師の配置に要する 
経費 
（事業実施月数（１月に満たない端数を 
生じたときは、これを１月とする）が 12 
月に満たない場合には、各基準額に算定 
された金額 に「事業実施月数÷12」を乗 
じた額（１円未満切り捨て）とする。） 
 
職員がたん吸引等の研修を受講するため 
の代替職員の配置等、医療的ケア児の受 
入れに必要な経費 

中欄に定める経費の全額 

4,029,000 円（上限） 
 

 

7  小規模放課後児童クラブ支援事業費 

  児童数が 19 人以下の小規模な放課後

児童健全育成事業所に２人目以降の放

課後児童支援員等の配置に要する経費  

１か所あたり年額   
608,000 円（上限） 



8  放課後児童クラブ職員処遇改善事業費 

  放課後児童クラブに勤務する職員（非

常勤職員を含み、経営に携わる法人の役

員である職員を除く。）の賃金改善に要

する経費 

（対象経費の実支出額が右欄の式により

算出された基準額を超えていること。） 

 ※賃金改善とは、本事業の実施により、

職員について、雇用形態、職種、勤続年数、

職責等が事業実施年度と同等の条件の下

で、令和４年１月の賃金水準を超えて、賃

金を引き上げることをいう。 

支援の単位ごとに次により算出さ

れた額の合計額 

 11,000 円×賃金改善対象者数

（※）×事業実施月数 

 ※「賃金改善対象者数」とは、賃

金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月

あたりの勤務時間数を就業規則等

で定めた常勤の１ヶ月あたりの勤

務時間数で除した非常勤職員数（常

勤換算）を加えたものをいう。 

なお、補助基準単価には、当該賃

金改善に伴い増加する法定福利費

等の事業主負担分を含んでいる。 

９  障害児受け入れ強化推進費  

  ３人以上の障害児の受け入れを行う 

場合に、４ 障害児受け入れ推進費に 

よる職員の配置に加えて、障害児の 

受け入れのための専門的知識等を有 

する職員の配置に要する経費。 

１か所あたり年額   

1,639,000 円 

記録用カメラ設置事

業 

放課後児童クラブにおける性被害等防

止対策に係る支援内容の記録用カメラを

設置するために必要な経費 

１か所あたり年額 100,000 円 

（上限） 

※令和６年度に限る 

災害時放課後児童ク

ラブ利用料支援事業 

 令和６年能登半島地震による災害によ

り、放課後児童健全育成事業所が被災した

ことにより、放課後児童健全育成事業所を

臨時休業若しくは閉所した場合又は登録

児童の家庭（令和６年能登半島地震に係る

災害救助法の適用を受けた市町村に発災

時に居住していた者）が被災（居住する家

屋が、準半壊以上の被害が出ていること。）

したことにより、経済的な負担が生じる場

合において、事業者が保護者に利用料を返

還又は減免した場合の経費 

 

中欄に定める経費の全額 

１か所あたり月額 280,000 円（上

限） 

 


